
様式第２号(事業別概要) No．　　　　

）

(単位：千円)

＜事業に関する説明＞

 由により早急な対応が必要な場合もある他、老朽化が進む集会所の   

 替えや修繕に加え、今後は、マンション等の集会室の改修工事等に   

 係る要望も見込まれる。   

 が長期間をかけて積み立て等を行っており、地域コミュニティの拠   所整備事業補助金を活用し、平成20年1館建替え、21年度建替え中

 点施設である補助率や補助額の変更は厳しい状況にある。また、修   、22年度と23年度にそれぞれ1館の建替えが予定されている。

 繕等については極力計画的に行うよう依頼しているが、突発的な事   

  地域コミュニティ活動の支援を行う。  業展開を図る一助とすることが出来る。

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

 　集会所の新築、建替えの場合については、自治会・町内会・区等  　  ・現在、市内13館ある青年館は、すべて築30年を超えており、集会

 ・自治会・町内会・区等への貸出し用備品が老朽化しているので、  会所の新築・建替え、修繕等に対して助成することにより、各地区  の各種取り組みに理解が得やすくなる。

 再整備する。  における住民自治活動の促進を図る。  ・自治会・町内会・区等が行う事業で使用する備品等の貸出しを通

  ・自治会・町内会・区等が共同利用するテント等の貸出しを通し、  した側面支援を行うことにより、事業実施時の費用軽減と幅広い事

 ・地域コミュニティにおける住民自治活動の拠点施設として、自治  ・市民協働という観点から、自治会・町内会・区等に対しては、福  ・集会所というコミュニティの拠点施設を整備し、適切に維持する

 会・町内会・区等が管理運営する地区集会所の新築・増築  祉だけでなく、防犯・防災、青少年健全育成、さらには健康づくり  ための経費を助成することにより、自治会・町内会・区等の活動の

 改築・修繕、用地賃借等に対して補助を行う。  まで、地域活動の充実が求められており、活動の拠点となる地区集  充実が図れるだけでなく、ひいては市民協働型社会を形成するため

 

 （事業実施に関する根拠法令）

  佐倉市地区集会所整備事業補助金交付要綱

（事業の説明） （事業の目的） （事業の効果）

22年度

 30,530 30,530 30,530 30,620 30,664 

実
施
計
画
の
内
容

（実施計画における事業の概要） 施　　策 まちづくりの推進に向けて／市民協働によるまちづくり／自治会・町内会の地区集会所の建替えや既存施設の維持等に

 【コミュニティ環境整備事業の支援に関する業務】 施策体系ｺｰﾄﾞ 06-02-01-50-40 事業番号 115-1

 自治会・町内会等の活動拠点である地区集会所の整備、用地賃借料 総事業費 152,874千円 事業期間 平成18年度～平成22年度

 等に対する補助金を執行します。
年度別事業費

18年度 19年度 20年度 21年度

決 定 額 決　　定

27,644 

(歳　入) (歳　出) 財源内訳

要 求 額 0 27,644 要　　求

予算分析 臨時経費 継続事業 単独事業

目  14．地域振興費 担当課･係  自治人権推進課 （執行課： 自治人権推進課

一般財源

項   1．総務管理費                              細事業名   2．コミュニティ環境整備事業費

平成２２年度　一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
款   2．総務費                                  事 業 名   3．コミュニティ育成事業費

(佐倉市）


